
2011年 3月

募金箱の申請

【募金箱の申請手順について】

1. 申請書に記入の上、メールもしくはファックスで事務局に申請

2. 事務局にて申請書の受領を確認後、事務局から承認の可否と募金箱等のキット受取日を連絡

3. 募金箱ポスター（A5判）、ID（申請者名記載）を事務所で受け取り

 原則として申請本人（募金箱の管理責任者）が受取りをお願いします（難しい場合は、代理人でも可）。

4. 募金箱の返却（募金活動終了日から 1週間以内）※募金期間は 4月末日までを予定しています。

【管理について】

募金箱は、各自の管理の下で設置をお願いします。

 ・ 募金箱の管理にかかる責任者を決めていただきます。

 ・ 募金行為の際は、お渡しする IDカードを携帯ください（レストラン等の店頭設置の場合は、

責任者が保管し、募金箱は常に監視の行き届く場所に、管理された状態で設置してください）。

 ・ 募金行為には厳しい制約がありますのでご注意ください。

 ・ 募金行為に伴い生じた事故・トラブル等について、3団体では一切責任を負いかねます。

【よくあるご質問】

Q. 友達数人で募金を目的としたイベントを開催したいのですが、どうしたらいいですか？
A. 公道で募金活動を行うには、カウンシルや州政府等の許可が必要です。また、ショッピングセ
ンターやレストラン等で募金活動を行うには、その場所の責任者に許可をもらってください。

カウンシル等の管理者から、Public Liability等の提出を求められる場合がありますが、各自で

ご対応願います。必ず事前に必要な許可を得た上で、ご連絡ください。

Q. あるイベントでパフォーマンスを行うことになっています、その際、募金活動を行うことはで
きますか？

A. イベントの主催者の了解を得てください。了解が得られましたら、ご連絡ください。

Q. 募金活動にあわせて、いろいろなイベント（ラッフルやオークション等）をしたいと思います。
3団体で許可してもらえますか？

A. 3団体が承認するのは、あくまでも募金箱の使用についてとなります。募金箱への寄付行為以
外の活動については、各自の責任において実施いただくことになりますので、必要な許認可を

ご確認ください。

Q. 自分の経営している店舗（レストラン・美容院・その他）に募金箱を置きたいが、どうしたら
よいですか？

A. 募金箱をお貸しいたしますので、ご連絡ください。



Q. 子どもと一緒に募金活動を行なうつもりです。問題ありますか？
A. 募金行為には厳しい制約があり、8歳未満のお子さんを募金活動に従事させることはできませ

ん。できるだけお子さん連れでの募金活動は控えるようにしてください。

Q. 募金活動を行なう場合の注意点はありますか？
A. 必ず募金箱の管理責任者を含む複数の方で活動してください。お金を常時、手にしていること
を自覚し、盗難に注意を払い、募金箱から目を離すことがないようにしてください。また、街

頭での募金活動の場合、道行く人に駆け寄って募金箱を差し出すような行為はしないで下さい。

募金をしていることを告知し、一般の方が募金箱に自ら寄ってきてくれる形を取ってください。

Q. 3団体の募金箱への寄付は、オーストラリアの税金控除の対象となりますか？
A. 税金控除の対象とはなりません。税金控除を希望される場合は、豪州赤十字などへ寄付をお願
いします。

Q. 募金箱を持っていたら、さまざまなところで活動が出来るのでしょうか？
A. 1つ 1つの募金活動に対して、申請が必要となります。例えば、レストラン設置の名目で募金

箱を入手したが週末にマーケットがあり、そこで使用したい場合は、事務局まで別途申請をし

てください。

Q. 募金箱を持って、近所の家を回ってもいいですか？

A. 出来ません。

Q. 募金箱を他人へ貸出していいですか？

A. 出来ません。

以　上

※公共の場での募金活動における諸条件は、州政府機関が定めています。上記のQ&Aはあくまでも概要です。

詳細は、http://www.olgr.nsw.gov.au/pdfs/Authority_conditions_fundraising.pdf　を参照ください。



E-mail：info@jcci.org.au

Fax：02-9262-5290

Emergency Appeal Fundraising Activity Registration Form for Donation Box

募金箱申請書
申請日 / Date:         /          / 2011

募金箱設置場所 / Venue to be used:

募金箱設置期間 / Date:

管理責任者（申請者）/ Name:

管理責任者・住所 / Address:

管理責任者・連絡先 / Contact Phone No:

Mobile No. Daytime Phone No.

管理責任者・メールアドレス / Email:

管理責任者・署名 / Signature

ＮＳＷ州には、募金活動等の慈善行為に対して厳しい規制があり、許可なくして公共の場で慈善行為を行う

ことができません。本申請書は、あくまでも募金箱の使用を認めるものであり、皆様がチャリティーイベン

ト等を実施される際は、必ずイベントの主催者やカウンシル等にご確認ください。
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